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人材育成費の割合が７割の標準に満たない場合の対応（１頁以内） 

人材育成のための経費の割合が応募総額の７割の標準に満たない場合、その場合でも人材育成が十分可能である理由を１頁以

内で記述すること。 

該当しない場合には、その旨記述すること。 

 

 

 

 

 


